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川崎市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 ○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号 昭和25年３月29日条例第６号

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

(１)から(14)まで 略  (１)から(14)まで 略  

(15)及び(16)削除 (15) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号）第17条第８項の規定に基づく個人番号カ

ードの再交付 １枚につき 800円 

(16)削除 

(17)から(295)まで 略 (17)から(295)まで 略 


